
（別紙２） 

 

自立支援医療の対象及び範囲 

〇育成医療の対象 

自立支援医療（育成医療）（以下単に「育成医療」とする。）の対象となる児童は、身体障害者福祉法

（昭和 24年法律第 283号）第４条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存

する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度

の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとすること。 

１ 育成医療の対象となる障害は、次のとおり施行規則第６条の 17で定めるものであること。 

（１）視覚障害によるもの 

（２）聴覚、平衡機能の障害によるもの 

（３）音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの 

（４）肢体不自由によるもの 

（５）心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの 

（６）先天性の内臓の機能の障害によるもの（（５）に掲げるものを除く。） 

（７）ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの 

２ 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに

限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くこと。 

 なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心

静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後

の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となるものであること。 

３ 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。 

（１）診察 

（２）薬剤又は治療材料の支給 

（３）医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 

（４）居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 

（５）病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

（６）移送（医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。） 

〇更生医療の対象 

自立支援医療（更生医療）（以下単に「更生医療」とする。）の対象となる者は、身体障害者福祉法（昭

和 24年法律第 283号）第４条に規定する身体上の障害を有すると認められる者であって、確実な治療の

効果が期待できるものとすること。 

１ 更生医療の対象となる障害は、次のとおり施行規則第６条の 18で定めるものであること。 

（１）視覚障害によるもの 

（２）聴覚、平衡機能の障害によるもの 

（３）音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの 

（４）肢体不自由によるもの 

（５）心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの（日常生活が著しい制限を受ける程度であ



 

 

ると認められるものに限る。） 

（６）ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの（日常生活が著しい制限を受ける

程度であると認められるものに限る。） 

２ 更生医療の対象となる障害は、臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られること。また、

更生医療の対象となる医療は、当該障害に対し確実な治療の効果が期待できるものに限られること

から、当該障害に該当しても、他の法令等に基づく他の趣旨の医療により治療される部分について

は、更生医療の対象にならないこと。内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補

われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみ

のものは除くこと。 

 なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心

静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後

の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となるものであること。 

３ 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は以下のとおりとする。 

（１）診察 

（２）薬剤又は治療材料の支給 

（３）医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 

（４）居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 

（５）病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

（６）移送（医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。） 

 

〇精神通院医療の対象 

自立支援医療（精神通院医療）（以下単に「精神通院医療」という。）の対象となる者は、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123号）第５条に規定する精神障害者又はてんかんを

有する者で、精神通院医療の対象となる障害は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行規則第６条の 19に定めるとおり通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害

（てんかんを含む。）である。 

１ 精神通院医療の範囲は、精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療

所に入院しないで行われる医療。 

 当該精神障害に起因して生じた病態とは、当該精神障害の治療に関連して生じた病態や、当該精

神障害の症状に起因して生じた病態とし、指定自立支援医療機関（精神通院医療）において精神通院

医療を担当する医師（てんかんについては、てんかんの医療を担当する医師）によって、通院による

精神医療を行うことができる範囲の病態とする。 

 また、病状が殆ど消失している患者であっても、障害の程度が軽減している状態を維持し、又は障

害の再発を予防するために入院によらない治療を続ける必要がある場合は、対象となる。 

 ただし、複数の診療科を有する医療機関にあっては、当該診療科以外において行った医療は範囲

外とする。また結核性疾患は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10

年法律第 114号）に基づいて医療が行われるので、範囲外とする。 


